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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】装置の形状を平箱型に形成し、平時は、複数の
支援器具を装置内部に一括して収納し、装置を多段に積
重して保管・搬送しても安全であり、また、非常時は、
装置内部に収納されている支援器具を取り出して、外部
機器への充電等を行うことができる可搬型災害支援装置
を提供する。
【解決手段】非常用電源・照明器具付きの可搬型災害支
援装置であって、可搬型災害支援装置１は、平箱形状に
形成されており、前面部２と、背面部と、左右の側面部
と、上面部６と、底面部７とを備え、上面部は、固定蓋
部９と開閉蓋部１０を有し、可搬型災害支援装置内部に
、少なくとも、照明灯２０と、照明灯取り付けポール２
１と、バッテリー部２４、充電部２２、ＵＳＢコネクタ
部２３で構成される充電式の電源部と、太陽光パネル２
５とを含む災害支援器具が収納されている。
【選択図】図１０
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　非常用電源・照明器具付きの可搬型災害支援装置であって、
　該可搬型災害支援装置は、平箱形状に形成されており、
　前面部と、背面部と、左右の側面部と、上面部と、底面部とを備え、
　該上面部は、固定蓋部と開閉蓋部を有し、
　前記可搬型災害支援装置内部に、少なくとも、照明灯と、照明灯取り付けポールと、充
電式の電源部と、太陽光パネルとを含む災害支援器具が収納されて構成されている
ことを特徴とする可搬型災害支援装置。
【請求項２】
　前記充電式の電源部は、バッテリー部と、該バッテリー部に接続された充電部と、該充
電部に接続されたＵＳＢコネクタ部とを備え、
　前記照明灯取り付けポールは、伸縮自在に構成されている
ことを特徴とする請求項１に記載の可搬型災害支援装置。
【請求項３】
　多段に積重可能に構成されている
ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の可搬型災害支援装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、非常用電源・照明器具を備えた災害支援装置に関し、特に、インフラ・ライ
フラインが破壊されるような地震、台風、事故等が発生した際に、被災地に簡単に搬入す
ることができる非常用電源・照明器具付き可搬型災害支援装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、インフラ・ライフラインが破壊されるような巨大地震、大型台風、大規模事故等
の災害発生時に備え、非常用電源装置や非常用照明器具のような被災時に必要とされる各
種の備蓄物が格納された災害支援設備・装置等が、公共施設に配置されるようになってい
る。
　しかしながら、災害支援設備・装置等を多数の地域・施設に配置することは、用地の確
保が困難であり、また、設備費用が高額となり、現実的に困難である。
【０００３】
　以下、従来提案されている災害支援用の設備・装置に関する技術を示す。
　特許文献１には、「携帯電話の充電池への充電以外にも機能を備え、その機能に対して
も蓄電部や乾電池等に蓄えられた電気を利用することができる緊急・災害時対策用携帯型
着脱式マルチ動作機器セットを提供する」（特許文献１の段落「０００５」参照。）こと
を目的とした「長方形状の断面を有する縦長の直方体形状に構成され、その主表面中央を
長手方向に被う形態で配置された発電用ソーラーパネルと、前記発電用ソーラーパネルで
発電されて電気を蓄える内蔵の蓄電部とを有する電源部とを備え、自身の長手方向先端に
形成された給電部から前記電源部からの電気が出力される一方、前記長手方向の後端に形
成された直流電源入力部にて外部直流電源に対し電気的接続可能とされ、その外部直流電
源による前記蓄電部の蓄電並びに該外部直流電源からの前記給電部への給電も可能とされ
た手のひらサイズの携帯可能なボディと、前記ボディの先端面に着脱可能に装着され、該
装着状態にて前記給電部に接続される動作入力端子と、自身の先端面に電気的機能部とし
ての照明用発光部が取り付けられ、前記動作入力端子によって前記電源部から給電される
ことにより前記照明用発光部のＬＥＤから照明光を出力するとともに、前記装着状態にて
前記給電部を含む前記ボディの先端面を被って保護するキャップに兼用された電気的動作
機器をなす照明用のパワーキャップと、前記照明用パワーキャップと交換可能なパワーキ
ャップであって、前記ボディの先端に着脱可能に装着され、該装着状態にて前記給電部に
接続される動作入力端子と、前記ボディへの装着状態にて前記動作入力端子によって前記
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電源部から給電される電気的機能部として、ラジオ受信機又はブザー音発生装置を備え、
前記装着状態にて前記給電部を含む前記ボディの先端面を保護するキャップに兼用された
電気的動作機器をなす交換用のパワーキャップと、  前記ボディ側の給電部に対して着脱
可能に接続されるボディ側端子と、携帯電話機の充電端子部に着脱可能に接続される電話
機側端子とが設けられた携帯電話機用コネクタと、前記ボディの直流電源入力部に着脱可
能に接続され、外部交流電源の交流電源電圧を直流電源電圧に変換して該直流電源入力部
に供給する交流用アダプタと、前記ボディと、前記パワーキャップと、前記携帯電話機用
コネクタと、前記交流用アダプタとを含むセット用の全てのパーツを収納可能なケースと
、を備えたことを特徴とする緊急・災害時対策用携帯型着脱式マルチ動作機器セット。」
（特許文献１の「請求項１」、図１～図４、図７、図１１、図１７、図３３等参照。）が
記載されている。
【０００４】
　また、引用文献１には、「また、パワーキャップにＵＳＢ（Universal Serial Bus）方
式による充電・通電用のコネクタ部を設けることもできる。ＵＳＢ方式による通電・充電
を可能とすれば、幅広い機器に対する通電・充電が可能となる。この場合も、図３０に示
すように、ＵＳＢコネクタ部２９２に対して、ボディ１００の充電池ＢＴ１から通電がコ
ード部２９１を介して行われ、そのＵＳＢコネクタ部２９２のコネクタ端子２９３からの
通電が可能となる。なお、ＵＳＢコネクタ部２９２における出力電圧を変更する場合には
、キャップ本体２９４に電圧変換用の回路を設け、これを介してＵＳＢコネクタ部２９２
に通電を行う」（段落「００６２」、図３０参照。）と記載されている。
【０００５】
　特許文献２には、「平時はソーラーパネルユニットを利用して太陽エネルギーを吸収し
、或いは外部電源から必要な電力を蓄え、搭載台の機動性と利便性を利用して、求められ
る場所へと迅速に移動し、各種電源及び照明に電力を提供する携帯式移動電源を提供する
こと」、および、「ソーラーパネルユニットを利用し、太陽エネルギーを吸収し、無停電
効果を提供することができる携帯式移動電源を提供すること」という課題（特許文献２の
段落「０００５」参照。）を解決するために、「携帯式移動電源は、アダプター、搭載台
、ソーラーパネルユニット、外殻、結束ベルトを備え、前記アダプター上方には、バッテ
リーを搭載し、前記アダプター内には、整流器、電子パーツを備え、前記アダプターは、
蓄電、或いは電源供給の伝送作用を実施することができ、前記アダプター周囲側面には、
第一、二、三、四制御パネルをそれぞれ設置し、前記搭載台は、前記アダプターを載せる
ことができ、脚部を前記アダプター下方に設置し、伸縮ハンドルを前記アダプター後方に
設置し、前記脚部と連接し、前記伸縮ハンドルと前記脚部との間には、少なくとも２個の
車輪を設置し、前記伸縮ハンドル上には、少なくとも１個のフックフレーム、係合制御フ
レームを設置し、前記ソーラーパネルユニットは、前記フックフレームと前記係合制御フ
レームに置いて収納することができ、前記ソーラーパネルユニットは、折畳み可能な２枚
のソーラーパネルで、伝送線は、前記ソーラーパネルコンセントに挿入して設置し、前記
アダプター内のバッテリーに蓄電することができ、前記外殻は、前記アダプター上方、及
び前記後板の前方に嵌めて設置し、同時に、前記後板により、前記バッテリーを内部に包
み覆い、前記結束ベルトは、前記搭載台、前記ソーラーパネルユニットの外周をぐるりと
まとめ、前記ソーラーパネルユニットを、前記搭載台上に一体を呈して固定するよう緊密
に締結することを特徴とする携帯式移動電源」（特許文献２の「請求項１」、図１～図７
参照。）が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特許第３７７３９４４号公報
【特許文献２】登録実用新案第３１７１８４３号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
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【０００７】
　特許文献１には、「また、本発明の携帯型着脱式マルチ動作機器は、パワーキャップを
ボディに取り付けた際の全長Ｌ（図１８参照）が少なくとも２０ｃｍ以下で形成されるハ
ンディタイプ型のものである。これにより、全体がコンパクトで持ち運びに便利となって
いる。なお、その全長は１５ｃｍ以下であることがより望ましく、更に言えば、１３．１
ｃｍ以下であることがより望ましい。これらのサイズとすることで、手で持ちやすいサイ
ズ、いわゆる手のひらサイズとすることができ、持ち運びが容易となるだけでなく、使用
者の操作も容易となる。」（段落「００７９」、図１８参照。）と記載されているので、
携帯用の非常用照明器具としては利便性があるものの、手に持って使用するので、高所か
らの照射が困難であり、広範囲の照明器具としては不便であるものと推量される。
【０００８】
　また、特許文献１には、「セットとする場合には、図３３の（ａ）に示すように、セッ
トとなる全てのパーツを収納可能なケース９００等に収納可能とすることができる。同図
のケース９００の場合、上部の手掛け部９０１と、ケースのフレーム部９０２と、そのフ
レーム内に充填される保護材９０３と、保護材９０３を被い、フレーム部９０２と接触す
るように構成される図示されない蓋部とを備えて構成される。保護材には、所定箇所に、
ボディ１００、各種パワーキャップ、コネクタ、電話機側端子部、アダプタ等を圧入して
嵌め込むことができるように窪んだパーツ装着部が形成され、図３３の（ａ）の場合は、
ボディ１００の装着部１００´、パワーキャップの装着部２００´、携帯電話機用コネク
タ１０の装着部１０´、携帯電話機用コネクタの電話機側端子部の装着部１１´、１２´
、交流用アダプタ２０の装着部２０´が形成されている。図３３の（ｂ）は、装着部に必
要なパーツを装着した状態を示している。なお、ボディ１００には、出力端子２を保護の
ための簡易キャップ２９９が組み付けられている。このようにケースに収納されているこ
とで、複数のパワーキャップやコネクタ・アダプタを備えていても持ち運びが容易となる
。商品として販売する際にも、購入者に対しそのセットに含まれるパーツを示しやすい」
（段落「００６９」、図３３参照。）と記載されているが、「ケース９００」の保管につ
いては何ら記載がないので、どのような形態で保管されているのか不明である。
【０００９】
　特許文献２には、「明るさが不足し周囲を照らす必要のある場所では、切換スイッチ１
５２を起動し、LED照明灯１５１を点灯させる」（段落「００２５」、図６参照。）と記
載されているものの、「第二制御パネル１５は、アダプター１０前側に位置する。第二制
御パネル１５には、複数のLED照明灯１５１、及びLED照明灯１５１を制御する切換スイッ
チ１５２を設置する。切換スイッチ１５２の切り換えにより、LED照明灯１５１の持続点
灯または消灯させる」（段落「００１２」、図４、図６参照。）との記載から、「LED照
明灯１５１」は、低位置に設けられており、ＬＥＤ灯の広範囲の照射には不向きであるも
のと推量される。
【００１０】
　また、特許文献２には、「USBコンセント１６３」が、外部に露出した状態で「アダプ
ター１０」に設けられていることが記載されている（段落「００１３」、図３参照。）の
で、「USBコンセント１６３」への異物の混入や、「USBコンセント１６３」の腐食の虞が
ある。
【００１１】
　そこで、本考案は、非常用電源・照明器具を備えた可搬型災害支援装置であって、装置
の形状を平箱型に形成し、平時は、充電式の電源部（ＵＳＢコネクタ部を含む。）、太陽
光パネル、照明灯、照明灯取り付けポール等の複数の災害支援器具を装置内部に一括して
収納し、装置を多段に積重して保管・搬送しても安全であり、また、非常時は、装置内部
に収納されている災害支援器具を取り出して、照明、太陽光発電、この太陽光発電による
充電、ＵＳＢコネクタによる外部機器への充電等を行うことができる可搬型災害支援装置
を提供することを目的とする。
【００１２】
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　また、本考案は、平時（保管時）は、照明灯取り付けポールを縮長して収納するので、
装置の大きさをコンパクトにすることができ、非常時は、縮長した照明灯取り付けポール
を伸長して使用することができるので、照明灯を高所に設置して広範囲の照明光の照射を
行うことができる可搬型災害支援装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　上記の目的を達成するため、請求項１の考案は、非常用電源・照明器具付きの可搬型災
害支援装置であって、該可搬型災害支援装置は、平箱形状に形成されており、前面部と、
背面部と、左右の側面部と、上面部と、底面部とを備え、該上面部は、固定蓋部と開閉蓋
部を有し、前記可搬型災害支援装置内部に、少なくとも、照明灯と、照明灯取り付けポー
ルと、充電式の電源部と、太陽光パネルとを含む災害支援器具が収納されて構成されてい
ることを特徴とする。
【００１４】
　また、請求項２の考案は、請求項１に記載の非常用電源・照明器具付きの可搬型災害支
援装置であって、前記充電式の電源部は、バッテリー部と、該バッテリー部に接続された
充電部と、該充電部に接続されたＵＳＢコネクタ部とを備え、前記照明灯取り付けポール
は、伸縮自在に構成されていことを特徴とする。
【００１５】
　また、請求項３の考案は、請求項１又は請求項２に記載の非常用電源・照明器具付きの
可搬型災害支援装置であって、多段に積重可能に構成されていることを特徴とする。
【考案の効果】
【００１６】
　本考案の可搬型災害支援装置によれば、平時は、充電式の電源部（ＵＳＢコネクタ部を
含む。）、太陽光パネル、照明灯、照明灯取付けポール等の複数の災害支援器具が装置内
部に一括して収納され、装置を多段に積重して安全に保管することができるので、保管場
所の専有面積を狭くすることができ、保管場所の設置費用を低減することができる。また
、装置を多段に積重しても安全であるので、一度に多数の装置を搬送することができ、搬
送効率を向上させることができる。また、非常時は、装置内部に収納されている災害支援
器具を取り出して、照明灯の発光、太陽光発電、この太陽光発電による充電、ＵＳＢコネ
クタ部よる外部機器への充電等を行うことができるので、インフラ・ライフラインが破壊
されるような災害発生時には、緊急の応急措置として迅速な対応が可能となる。
【００１７】
　また、本考案の可搬型災害支援装置によれば、平時（保管時）には、照明灯取り付けポ
ールが縮長されて収納されているので装置の大きさをコンパクトにすることができ、非常
時には、縮長されて収納された照明灯取り付けポールを伸長して使用することができるの
で、照明灯を高所に設置して広範囲に照明光の照射を行うことができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本考案の一実施形態における可搬型災害支援装置の収納状態の外観正面図である
。
【図２】本考案の一実施形態における可搬型災害支援装置の収納状態の外観右側面図であ
る。
【図３】本考案の一実施形態における可搬型災害支援装置の収納状態の外観平面図である
。
【図４】本考案の一実施形態における可搬型災害支援装置の収納状態の外観底面図である
。
【図５】本考案の一実施形態における可搬型災害支援装置の収納状態の外観斜視図である
。
【図６】本考案の一実施形態における可搬型災害支援装置を複数段積重した状態の外観斜
視図である。
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【図７】本考案の一実施形態における可搬型災害支援装置の収納状態の内部構成を示す平
面図である。
【図８】本考案の一実施形態における可搬型災害支援装置の収納状態の内部構成を示す斜
視図である。
【図９】本考案の一実施形態における可搬型災害支援装置の使用状態の外観平面図である
。
【図１０】本考案の一実施形態における可搬型災害支援装置の使用状態の外観斜視図であ
る。
【図１１】本考案の一実施形態における可搬型災害支援装置の使用状態の外観斜視図であ
る。
【図１２】本考案の一実施形態における可搬型災害支援装置の別の使用状態の外観平面図
である。
【図１３】本考案の一実施形態における可搬型災害支援装置の別の使用状態の外観斜視図
である。
【図１４】本考案の一実施形態における可搬型災害支援装置の別の使用状態の外観斜視図
である。
【００１９】
　以下、好適な実施形態を用いて本考案をさらに具体的に説明する。但し、下記の実施形
態は本考案を具現化した例に過ぎず、本考案はこれに限定されるものではない。
【００２０】
（実施形態）
　本考案の一実施形態におけるに可搬型災害支援装置１について、図１～図１４を参照し
ながら説明する。まず、図１～図８において、可搬型災害支援装置１に、複数の災害支援
器具が収納された構成について説明する。図１～６は、可搬型災害支援装置１の外観を示
しており、図７、図８は、可搬型災害支援装置１の内部構成を説明する図である。
【００２１】
　本考案の可搬型災害支援装置１は、外観が略平箱形状に構成されており、前面部２、背
面部３、左側面部４、右側面部５、上面部６、底面部７、４つの隅部８ａ，８ｂ，８ｃ，
８ｄを備えている。前面部２と背面部３、左側面部４と右側面部５、上面部６と底面部７
は、それぞれ、略平行に対向して設けられている。前面部２と左側面部４は隅部８ａを介
して連設されており、前面部２と右側面部５は隅部８ｂを介して連設されており、背面部
３と左側面部４は隅部８ｃを介して連設されており、背面部３と右側面部５は隅部８ｄを
介して連設されている。隅部８ａ～８ｄは、可搬型災害支援装置１の四隅が丸みを持つよ
うに、それぞれ、曲面が形成された構成をなしている。隅部８ａ～８ｄを設けることで、
面取りの効果と、意匠性の向上を図ることができる。前面部２の左右両端部近傍には、ラ
ッシング用金具２ａ，２ｂが設けられ、背面部３の左右両端部近傍であって、ラッシング
用金具２ａ，２ｂに対応する位置には、ラッシング用金具３ａ，３ｂが設けられている。
また、背面部３の略中央部には、取手部１３ｂが設けられており、可搬型災害支援装置１
の組立、運搬等に使用される。
【００２２】
　上面部６は、固定蓋部９と開閉蓋部１０とで構成されている。固定蓋部９は、可搬型災
害支援装置１の上面に固定的に取付けられた蓋であり、上面部６の略中央部から背面部３
にかけて、開閉蓋１０を装着可能な矩形状の開口部が設けられている。固定蓋部９の背面
部３側端部と、開閉蓋部１０とは、３つの蝶番１１ａ，１１ｂ，１１ｃで連結され、開閉
蓋部１０は、この蝶番１１ａ～１１ｃにより開閉自在に構成されている。可搬型災害支援
装置１は、内部に複数の災害支援器具（詳細は、後述する。）を収納するために災害支援
器具収納部２６が形成されており、開閉蓋部１０を開閉することで、災害支援器具の収納
・取り出しを容易に行うことができる。固定蓋部９と開閉蓋部１０との前側境界部には、
開閉蓋部１０の閉蓋状態中に不用な開蓋を防止するため、固定蓋部９と開閉蓋部１０の両
方にストッパー部１０ａ，１０ｂが設けられている。
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【００２３】
　固定蓋部９の前面部２との境界付近中央部には、後述する照明灯取り付けポールの下端
部を挿入して固定するためのポール装着部１２が形成されている。開閉蓋部１０の前端部
には、蓋の開閉を容易にするため取手部１３ａが形成されている。底面部７は、強度向上
のため、正面視で畝形状の凹凸が形成されており、この凹部には、災害支援器具が収納さ
れる構成にされている。底面部７には、四隅に凸状の脚部１４ａ，１４ｂ，１４ｃ，１４
ｄが取り付けられている。この脚部１４ａ～１４ｄに対応した位置の固定蓋部９の上面四
隅には、脚受け部１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，１５ｄが設けられており、図６に示すように
、可搬型災害支援装置１を複数段積重したときに、上側の可搬型災害支援装置１の脚部１
４ａ～１４ｄが、下側の可搬型災害支援装置１の脚受け部１５ａ～１５ｄに係合するよう
に構成されているので、可搬型災害支援装置１を複数段積重したときに安定した状態にす
ることができる。なお、複数の可搬型災害支援装置１を、ラッシング用金具２ａ，２ｂ，
３ａ，３ｂを用いてラッシングベルト等で締結することで、さらに安全性を向上すること
ができる構成とされている。
【００２４】
　本考案の可搬型災害支援装置１は、上記のような構成とされているので、図６に示すよ
うに、例えば、可搬型災害支援装置１を安定した状態で５段に積重することができる。し
たがって、災害発生時には、一度に大量の可搬型災害支援装置１を被災地に搬送すること
ができる。
【００２５】
　図７、図８は、可搬型災害支援装置１の内部構成を示す。可搬型災害支援装置１の内部
には、災害支援器具収納部２６が形成されている。この災害支援器具収納部２６には、災
害支援器具としての照明灯２０、照明灯取り付けポール２１、充電部２２、および、ＵＳ
Ｂコネクタ部２３、バッテリー部２４が収納されている。充電部２２は、バッテリー部２
４からの電力を適切なレベルに変換してＵＳＢコネクタ２３を介して、外部の電気機器に
電力を供給する構成にされている。また、充電部２２には、外部のＵＳＢコネクタを挿着
する端子が設けられている。従来は、ＵＳＢコネクタで充電可能な電気・電子機器は種類
が限られていたが、近年は、多種多様の電子・電気機器、その他の機器にＵＳＢコネクタ
で充電することができるので、本発明の可搬型災害支援装置１は、非常時の有用性が高い
。
【００２６】
　照明灯２０は、複数個のＬＥＤを備えており、ＬＥＤ発光用の電力は、後述するバッテ
リー部２４から供給されている。照明灯取り付けポール２１は、例えば、テレスコピック
型に構成されており、縮長されて収納されている。縮長された照明灯取り付けポール２１
は、使用時には伸長することができ、照明灯２０を先端部に装着することで、高所の設置
が可能である。このように、照明灯取り付けポール２１は、伸縮自在に構成されている。
照明灯取り付けポール２１は、中空に形成され、内部に照明灯２０に電力を供給するため
の電気ケーブルを挿通することができる構成にされており、側面の所定位置には、照明灯
２０の制御スイッチが設けられている。
【００２７】
　また、災害支援器具収納部２６には、複数のバッテリー部２４が収納されている。バッ
テリー部２４は、ＵＳＢコネクタ部２３を介して、照明灯２０や外部の電気機器（不図示
）に電力を供給することができ、また、太陽光発電により発電された電力を蓄電（充電）
することができる。バッテリー部２４は、取り外して交換可能に設置されている。なお、
バッテリー部２４と、充電部２２と、ＵＳＢコネクタ部２３とで、充電式の電源部を構成
する。
【００２８】
　開閉蓋部１０の裏側には、太陽光パネル２５が取り付けられており、開閉蓋部１０を開
けることで、太陽光パネル２５が太陽光を受光可能な構成にされている。太陽光パネル２
５には、複数のセル２５ａが接続されて格子状に配設されており、受光した太陽光によっ
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て発電し、発電した電力は、バッテリー部２４に蓄電される構成にされている。なお、太
陽光発電の制御部（不図示）を充電部２２に設けてもよい。
【００２９】
　次に、図９～図１４において、可搬型災害支援装置１の使用状態の構成を説明する。図
９～図１１は、太陽光発電を行うときの可搬型災害支援装置１の外観を示しており、図１
２～図１４は、太陽光発電に加え、照明灯を使用するときの可搬型災害支援装置１の外観
を示している。
【００３０】
　前述したように、開閉蓋１０を開くと、裏側に取り付けてある太陽光パネル２５が、太
陽光を受光することができるように、開閉蓋１０の開角度（仰角）が設定されている。太
陽光を受光するための最適方位は、可搬型災害支援装置１自体の向きを動かして設定する
必要がある。図９～図１１に示す状態では、照明灯２０、照明灯取り付けポール２１、Ｕ
ＳＢコネクタ部２３灯は、収納したままの状態である。
【００３１】
　図１２～図１４は、太陽光発電に加え、照明灯２０を使用する状態を示している。災害
支援器具収納部２６に縮長して収納されていた照明灯取り付けポール２１を取り出して伸
長し、先端部に照明灯２０を連結し、照明灯取り付けポール２１の下端部をポール装着部
１２に装着して固定する。照明灯取り付けポール２１を伸長することで、照明灯２０の位
置を高所に設定することができるので、照明光を広範囲に照射することができる。なお、
太陽光発電と照明灯２０の使用を併用することができる。また、本実施形態では、可搬型
災害支援装置１の幅を１．０ｍ、長さを１．４ｍ、高さを０．３５ｍ、照明灯取り付けポ
ール２１の伸長時の長さを３．０ｍに設定している。
【００３２】
　以上、本考案の可搬型災害支援装置は、特に、インフラ・ライフラインが破壊されるよ
うな地震、台風、事故等が発生した際に、被災地に簡単に搬入することができる非常用電
源・照明器具付き可搬型災害支援装置に関するものとして説明したが、平時においても、
例えば、商用電源設備の確保が困難な施設・会場等でイベントが開催されるときの電源と
しても利用することができ、また、夜間に限定されずに、日中の曇天時に照明が必要な場
合でも利用することができる。
【符号の説明】
【００３３】
１　　　可搬型災害支援装置
２　　　前面部
２ａ，２ｂ，３ａ，３ｂ　　ラッシング用金具
３　　　背面部
４　　　左側面部
５　　　右側面部
６　　　上面部
７　　　底面部
８ａ，８ｂ，８ｃ，８ｄ　　　隅部
９　　　固定蓋部
１０　　開閉蓋部
１１ａ，１１ｂ，１１ｃ　　　蝶番
１２　　ポール装着部
１３ａ，１３ｂ　　取手部
１４ａ，１４ｂ，１４ｃ，１４ｄ　　脚部
１５ａ，１５ｂ，１５ｃ，１５ｄ　　脚受け部
２０　　照明灯
２１　　照明灯取り付けポール
２２　　充電部
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２３　　ＵＳＢコネクタ部
２４　　バッテリー部
２５　　太陽光パネル
２６　　災害支援器具収納部

【図１】 【図２】



(10) JP 3211938 U 2017.8.10

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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